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   川崎市立図書館の長に対する事務委任に関する訓令 

 川崎市立図書館条例施行規則（平成２年川崎市教育委員会規則第１５号。以

下「規則」という。）に規定する教育長の事務のうち、次に掲げるものを川崎

市立図書館（指定管理者が管理を行う図書館を除く。）の館長及び分館長に委

任する。 

（１）規則第８条の図書館資料の貸出しの登録及び特定電子書籍の利用に係る

登録に関すること。 

（２）規則第９条の貸出カードの交付等に関すること。 

（３）規則第１１条の貸出区分等の特例に関すること。 

（４）規則第１２条の図書館資料の貸出制限に関すること。 

（５）規則第１３条の団体貸出しの報告に関すること。 

（６）規則第１４条の督促に関すること。 

（７）規則第１５条第１項の図書館資料の寄贈に関すること。 

（８）規則第１６条第１項の寄贈を受けた図書館資料に係る篤志等の表示に関

すること。 

（９）規則第１７条の図書館資料の寄託に関すること。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


